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株式会社エッジパイオニア（以下「甲」という。）と労働者過半数の代表者（以下「乙」という。）は、労働者派

遣法第３０条の４第１項の規定に関し、次のとおり協定する。 

 

（対象となる派遣労働者の範囲） 

第１条 本協定は、派遣先で「１２ 製造・修理・塗装・製図等の職業」の業務に従事する従業員（以下「対象従

業員」という。）に適用する。  

２ 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得

の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。 

３ 甲は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除

外しないものとする。 

 

（賃金の構成） 

第２条 対象従業員の賃金は、基本給、時間外労働手当、深夜・休日労働手当、通勤手当、退職手当とする。 

 

（賃金の決定方法） 

第３条 対象従業員の基本給の比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」

は、次の各号に掲げる条件を満たした別表１の２のとおりとする。 

（１）比較対象となる同種の業務に従事する一般の労働者の職種は、令和６年８月２７日付職発０８２７第１号

「令和７年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第３０条の４

第１項第２号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」」等について」（以下「通

達」という。）の別添２に定める「１２ 製造・修理・塗装・製図等の職業」とする。 

（２）地域調整については、派遣先の事業所所在地が京都府内に限られることから、通達に定める「地域指数」

の「京都」を用いるものとする。 

（３）通勤手当については、基本給、各種手当とは分離し、第６条のとおりとする。 

（４）時間外労働手当、深夜・休日労働手当については、基本給、各種手当とは分離し、第５条のとおりとする。 

（５）退職手当について、比較対象となる「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」につ

いては、通達の第３の４に定める合算により比較する方法とし、その額を別表１の２に定める額に５％を乗

じた額（１円未満の端数切り上げ）とする。 

 

第４条 対象従業員の基本給は、次の各号に掲げる条件を満たした別表２のとおりとする。 

（１）別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額と同額以上であること 

（２）別表１の３の各等級の職務と別表１の同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額との対

応関係は次のとおりとすること 

「  Ａランク：  10年   Ｂランク：   ５年   Ｃランク：   ０年  」 

２ 甲は、第８条の規定による対象従業員の勤務評価の結果、同じ職務の内容であったとしても、その経験

の蓄積及び能力の向上があると認められた場合には、基本給額の１～３％の範囲で昇給することとする。ま

た、より高い等級の職務を遂行する能力があると認められた場合には、その能力に応じた派遣就業の機会

を提示するように努めるものとする。 
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第５条 対象従業員の時間外労働手当、深夜・休日労働手当は、就業規則（派遣社員）第５４条の５に準じて、

法律の定めに従って支給する。 

 

第６条 対象従業員の通勤手当は、日額７５０円（時給換算９４円）を上限として、基本給とは分離して支給す

る。ただし、徒歩及び自転車、または通勤距離（一般に利用しうる最短の経路による）が片道２㎞未満の従業

員は対象外とする。 

 

第７条 対象従業員の退職手当は、別表１の２に定める額の５％の額を前払い退職金として基本給に上乗せ

して、前払支給する。 

 

（賃金の決定に当たっての評価） 

第８条 賃金の決定に当たっての評価は、キャリアマップを整備し、派遣社員の職務の内容、成果、意欲、能

力及び経験、その他の就業実態に鑑みて、一定期間ごとに行い、その内容に能力や意欲の向上があった場

合に賃金の改善を行うこととする。 

 

（賃金以外の待遇） 

第９条 教育訓練（次条に定めるものを除く。）、福利厚生その他の賃金以外の待遇については、派遣元事業

主に雇用される通常の労働者と同一とする。 

 

（教育訓練） 

第１０条 労働者派遣法第３０条の２に規定する教育訓練については、労働者派遣法に基づき「教育訓練実

施計画」に従って実施する。 

 

（その他） 

第１１条 本協定に定めのない事項については、別途、労使で誠実に協議する。 

 

第１２条 本協定の有効期間は、２０２5（令和７）年４月１日から２０２６（令和８）年３月３１日までの１年間と

する。 

２ 本有効期間終了後に締結する労使協定についても、労使は、労使協定に定める協定対象派遣労働者の

賃金の額を基礎として、協定対象派遣労働者の公正な待遇の確保について誠実に協議するものとする。 

 

 

２０２５（令和７）年 ４月 １日  

甲   株式会社エッジパイオニア  

代表取締役   品川 傑      印  

 

乙   株式会社エッジパイオニア 

労働者代表   柚口 進      印  



- 3 - 

 

別表１  同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額 

（基本給及び賞与等の関係） 

 

別表１の１ 

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 

通達に定める２０２4（令和６）年職業安定業務統計 ０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年 

１２ 製造・修理・塗装・製図等の職業 １,１５１ １,３３５ １,４３１ １,４６２ １,５３１ １,７２０ ２,０６４ 

 

別表１の２ 

基準値及び基準値に能力・経験調整指数を乗じた値 

通達に定める２０２４（令和６）年職業安定業務統計 ０年 １年 ２年 ３年 ５年 １０年 ２０年 

１２ 製造・修理・塗装・製図等の職業              

（地域調整指数 京都101.6） 
１,１７０ １,３５７ １,４５４ １,４８６ １,５５６ １,７４８ ２,０９８ 

退職金前払い分（5％）上乗せを反映 １,２２９ １,４２５ １,５２７ １,５６１ １,６３４ １,８３６ ２,２０３ 

 

 

別表１の３  対象従業員の基本給の額 

 

等級 職務の内容 業務 基本給額 

 

対応する一般の

労働者の平均的

な賃金の額 

対応する

一般の労

働者の能

力・経験 

Ａランク 

上級製造・加工技能者 

高度技能と知識を有し、精密作業やトラブル

解決を独自で行い、製品の高付加価値化に貢

献すると共に、中小規模組織の責任者として

の管理・監督を行える能力水準 

１２ 製造・修理・塗装・製図等の

職業 

1,840～ 

 

1,８３６ １０年 

Ｂランク 

中級製造・加工技能者 

グループやチームの中心メンバーとして、創

意工夫を凝らし、自主的判断、改善、提案を積

極的に行いながら、業務を遂行する能力水準 

１２ 製造・修理・塗装・製図等の

職業 

1,640～  1,６３４ 5年 

Ｃランク 

初級製造・加工技能者 

作業担当者として、上司の指示・助言を踏まえ

て、定例的業務を確実に遂行する能力水準 

１２ 製造・修理・塗装・製図等の

職業 

1,２３０～  1,２２９ ０年 

 

≧ 


